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この「受講案内」は、火災予防条例（昭和３７年東京都条例第６５号）第５５条の３の
３の規定に基づき、火災予防施行規程第９条の２第１項第２号ハに定められた講習のご案
内です。

受講案内は、最後までよく読んで、記載されている内容に同意した上でお申し込みく
ださい。申し込みされた方は、本申請に記載されたすべての事項に同意されたものとみ
なさせていただきます。

１　受講対象者
防火管理技能講習修了者で、修了証の交付日における最初の４月１日から５年以内（以下、

｢有効期間｣ という。）の方、及び有効期間内の受講が困難であると認められ、その認めら
れた期間内の方が対象です。

火災予防条例の一部を改正する条例（平成２７年東京都条例第１２５号）
施行　平成２８年４月１日

２　講習・会場　
講習日、会場及び定員については、別添え「防火管理技能再講習実施予定表」のとおりです。

３　講習時間
９時００分～１２時２０分（８時３０分受付開始）

４　再講習の内容
科目及び時間は次表のとおりですが、実施内容等が一部変更となる場合もあります。

時間 再　講　習　科　目　等

　８：３０～　９：００ 受　　付

　９：００～　９：１０ オリエンテーション

　９：１０～１０：４０ 消防関係法令等の改正概要及び火災その他の災害事例等に関す
ること。

１０：４０～１０：５０ 休　　憩　　　

１０：５０～１２：２０ 各種事例を踏まえた防火管理業務の補助の実施に関すること。

５　修了証の失効
令和５年度中に修了証の有効期限を迎える方及び前年度に延長申請した方が、令和６年

３月３１日までに再講習を受講しなかった場合は、火災予防施行規程第９条の２第１項第
２号ハに基づき、防火管理技能講習修了証は失効します。



－ 2 －

６　再講習受講期限の延長
次に掲げる事情により、再講習受講期限の延長を必要とする方は、修了証の有効期限日
までに東京都知事登録講習機関の公益財団法人東京防災救急協会（以下「当協会」という。）
に対して、再講習受講期限の延長申請（別記様式第４号）を行ってください。審査の結果
により受講期間の延長が原則として１年間延長されます。

①海外旅行をしていること。
②災害を受けていること。
③病気にかかり、又は負傷していること。
④法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
⑤社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
⑥前各号に掲げるもののほか、当協会がやむを得ないと認める事情があること。
再講習受講期限延長申請書（別記様式第４号）は、当協会に請求するか、当協会のホー

ムページ「https://www.tokyo-bousai.or.jp/」からダウンロードし、印刷することができま
す。

期限の延長を申請する場合には、再講習受講期限延長申請書と返信用封筒（申請者の宛
名を明記し、８４円分の切手を貼付したもの）を同封し送付してください。

７　修了証の交付について
再講習を修了した方には、現に交付されている防火管理技能講習修了証と引き換えに防

火管理技能講習修了証を交付いたします。（講習当日には、必ずお手持ちの防火管理技能講
習修了証を持参してください。）

８　受講手数料及び振込方法
受講手数料は次のとおりです。

⑴　再講習受講手数料は、１０, ７００円（テキスト代・消費税を含む。）
⑵　受講手数料の振込方法

・受講手数料は下記の指定口座に再講習申請前にご入金ください。（振込手数料は受講者
負担となります。）

受講手数料振込先

先方銀行：　三井住友銀行　東京営業部
預金種別：　普通口座
口座番号：　３６８３８３
口 座 名：　公

こうえきざいだんほうじん

益財団法人 東
とうきょうぼうさいきゅうきゅうきょうかい

京 防 災 救 急 協 会

・振込の際には必ず、ご依頼人の欄に受講される方の名前と修了証番号を記入してくだ
さい。

記入例 ご依頼人 ボウサイ　タロウ　１１８０１２３４

・振込明細書等の振込記録のコピーを申請書裏面の振込明細書等貼付欄に貼ってくださ
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い。
⑶　申請時に提出した書類及び受講手数料は、お返しできませんのでご了承願います。
⑷　テキストは、講習会場にてお渡しします。

９　受講申請要領
⑴　申請方法
　　受講を希望される方は、次の⑵の防火管理技能再講習受講申請書類等を封筒に入れて当

協会へ郵送してください。（最終ページ下部の住所を切り取ってご利用ください。）
　　各講習回とも定員になり次第締め切ります。
⑵　申請に必要な書類及び記入要領

ア　防火管理技能再講習受講申請書（別記様式第２号）
・ 「氏名」「生年月日」の欄は、戸籍上の氏名と生年月日を記入してください。
・ 「現住所」の欄は、アパート、マンションなどの場合は、必ず名称及び室番号まで記入

してください。
・ 「勤務先」の欄は、会社名のほか、本社、支社、工場、営業所等の名称まで正確に記入

してください。
・ 「勤務先業種欄」は、申請書の勤務先業種表から該当する番号を一つ（二つ以上該当す

る場合は、主な業種を一つ）選んで、記入してください。その他を選択した方は、そ
の他の（　）欄に具体的に業種を記入してください。

・ ｢受講希望日｣ の欄は、第一希望日及び第二希望日を記入してください。
イ　返信用はがき
　　申請書に連なっているはがきに、送付先の住所、氏名を記入し６３円分の切手を貼付

してください。なお、はがきは受付後に返送しますので切り離さないでください。
ウ　写真２枚（写真貼付欄に上部のみをのりづけ

し、貼付してください。コピーは不可）
　　写真は６か月以内に撮影したもので、枠なし

縦３cm ×横２. ４cm の大きさのもの。無背景
で正面からの上三分身とし、裏面に氏名を記入
してください。

エ　受講手数料振込み後の振込明細書等
　　振込明細書等の振込記録のコピーを申請書裏面の振込明細書等貼付欄に貼ってくださ

い。又は、同封して送付してください。
オ　受講期限延長の承認を受けた方が受講する場合は、再講習受講期限延長承認書の（副）

を同封し送付してください。

１０　受講申請書類の入手方法
再講習受講期限年度を迎えた方には、年度当初、登録された住所へ受講案内を送付します。
登録された住所の変更が行われていないため、当協会からの案内が届かない方で、受講

案内等の入手を希望される方は、「防火管理技能再講習受講申請書類送付希望」と記載した
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メモ、送付先を記載した返信用封筒及び１４０円分の切手を同封して下記へ送付してくだ
さい。

　　送付先
〒１０２－００８３　東京都千代田区麹町１－１２　東京消防庁麹町合同庁舎４階
公益財団法人 東京防災救急協会　講習事業部 講習第二課
（最終ページ下部の住所を切り取ってご利用ください。）
電話  ０３－３５５６－３７０２　　ＦＡＸ  ０５０－３７３７－３７１９

１１　受講通知
⑴　受講申請者に対しては、折り返し再講習受講票を送付します。
⑵　第一受講希望日が満席の場合は、第二希望日を指定させていただきます。

１２　受講上の留意事項
⑴　再講習当日には、次のものを持参してください。

○　再講習受講票
○　防火管理技能講習修了証（修了証を忘れた方には、当日新しい修了証の交付はできま

せん。）
○　筆記用具　

⑵　受付は、午前８時３０分から９時００分までの時間に行いますので遅れないようにして
ください。

⑶　受付時に再講習受講票と防火管理技能講習修了証を提出してください。講習終了後、新
たに防火管理技能講習修了証を交付いたします。

⑷　遅刻、早退は認めません。
⑸　交通スト等が行われる場合でも、講習は実施いたします。
⑹　受講に際しては、次の事項を厳守してください。

○　時間に遅れないでください。
○　受講票に記載してある受講番号と同じ番号の座席にお座りください。講義中の退席等

により、条例で定められた科目の受講が出来ない場合は、再講習の修了と認められない
ことがあります。

○　講義中には質問しないでください。質問がある場合には、休憩時間等を利用して行っ
てください。

○　その他係員の指示に従ってください。
⑺　台風その他により、会場や日程の変更等緊急のお知らせがある場合は、当協会のホーム

ページに掲示します。
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〒１０２－００８３
東京都千代田区麹町１－１２　東京消防庁麹町合同庁舎４階

公益財団法人　東京防災救急協会　講習第二課

　防火管理技能再講習担当　行

公益財団法人東京防災救急協会（以下「当協会」という。）は、防火管理技能講習の実
施と修了証作成業務を行っております。

当協会は、東京都知事登録講習機関として個人情報を取り扱っていますので、個人情報
の重要性を十分認識し、その保護の徹底を図るとともに個人情報の保護に関する法令及び
その他の関連する規範を遵守し、収集した個人情報は、正確、かつ、安全に取り扱います。
〔当協会の個人情報の内容と利用目的〕

　１　個人情報の内容
　　 　氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先名、勤務先所在地、顔写真、修了証

番号等です。
　２　利用目的
　　 　利用は、本人確認、本人への通知及び連絡、修了証作成、修了証交付状況に係る

事項等の当協会の業務範囲内で行います。

※講習申請時の封筒に切り取ってご利用ください。

東京都知事登録講習機関
公益財団法人  東京防災救急協会

https://www.tokyo-bousai.or.jp/

個人情報の取扱い

１３　問合せ先
〒１０２－００８３　東京都千代田区麹町１－１２　東京消防庁麹町合同庁舎４階
公益財団法人 東京防災救急協会   講習事業部 講習第二課  防火管理技能再講習担当まで
電話  ０３－３５５６－３７０２　　ＦＡＸ  ０５０－３７３７－３７１９
ホームページ：https://www.tokyo-bousai.or.jp/〔空席状況を掲載しますので参考にしてください。〕

受講案内・再講習受講期限延長申請書がダウンロードできます。




